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１ はじめに

本県は、これまで、いわて県民計画長期ビジョンに掲げた「希望郷いわて」の実現を目指し

て、重点的・優先的に取り組む政策などを示した第１期アクションプラン（政策編・地域編・

改革編）を策定し、同プランに基づいた取組を進めてきました。このうち、第１期アクション

プラン改革編においては、長期ビジョンに掲げる県政運営の基本姿勢を具体化する取組を示し、

行財政運営の徹底した見直しなどの行財政改革に取り組んできたところです。

このような中、平成 23 年３月 11 日に東日本大震災津波が発生しました。この大災害がもた

らした甚大な被害からの復興に向けて、同年８月に「岩手県東日本大震災津波復興基本計画」

（以下「復興計画」という。）を策定し、現在、復興事業に最優先で取り組んでいます。

第２期アクションプランは、第１期アクションプランの取組の成果を検証し、そこで明らか

になった課題や社会・経済情勢の変化などに的確に対応するために策定したものです。併せて、

同プランを復興計画と軌を一にしながら推進することにより、歴史や文化、伝統などに育まれ

た地域社会に根ざした復興、多様な主体の参画による開かれた復興を成し遂げていくものです。

本県の復興に要する費用は、国・県・市町村合わせて約８兆円と試算されています。震災か

らの復興と、その先にある、「希望郷いわて」の実現に向けて、第２期アクションプラン政策編・

地域編に掲げた具体の取組を着実に推進するためには、膨大な規模の財源とマンパワーが必要

となりますが、昨今の厳しい行財政状況のもとでは、予算や職員を潤沢に投入することは極め

て困難な状況にあります。

このため、第２期アクションプラン改革編は、震災復興に集中的に取り組むとともに、政策

編・地域編に基づく取組の着実な推進を下支えするため、復興を支える人材育成、限られた財

源や人的資源の効果的活用、新しい公共の推進、市町村との連携強化など、震災からの復興を

支える「財政運営と人・組織・仕組みづくり」に重点を置いた取組を進めていきます。

【第２期アクションプラン改革編（H23～H26）の位置付け】

政 策 編 地 域 編 復興計画

復興計画と軌を一にして、震災からの復興と、その先にある「希望郷いわて」の実現をめざす

下支え

改 革 編

Ⅰ 行財政改革の現状と課題

厳しい⾏財政環境のもと、震災復興に集中的に取り組むための体制整備が必要

第２期アクションプラン
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２ これまでの取組と成果

「岩手県集中改革プログラム」（H19～H22）と、平成 21 年度にいわて県民計画長期ビジョン

で示した視点を踏まえて見直しを行った「第１期アクションプラン改革編」（H21～H22）に基づ

き、職員体制のスリム化、歳入確保の強化や徹底した歳出の見直し、組織体制の整備と権限の

見直しなどの取組をおおむね計画どおりに進めてきました。

【基本的視点と主な取組実績】

【改革１】組織パフォーマンスの向上

～本庁組織体制の整備・権限の見直しと能力開発による組織パフォーマンスの向上～

○ 本庁組織体制の見直し

総合政策部、地域振興部及び総務部を再編整備（秘書広報室及び政策地域部を設置）

○ 広域振興局体制に対応した権限の見直し

本庁から移管した事務 37事務、本庁へ集約した事務 23事務

○ 研修体系の見直し

地域課題解決に向けた政策形成能力等の向上、マネージメント力強化、広域振興局研修の創

設など

○ 情報公開の推進

物品購入等状況一覧を県ホームページで公表

○ 県営建設工事の入札制度改革

条件付一般競争入札の全面拡大等、電子入札の拡充（原則として全入札を対象）、総合評価

落札方式の改善等

○ 電子申請の利用率向上に向けた対象手続の拡大、利用端末に携帯電話を追加、コンビニエン

スストアにおける情報発信

など

【改革２】行財政構造の徹底した簡素・効率化

～歳入確保の強化や総人件費の抑制など行財政の簡素･効率化を推進～

【事務事業評価に基づく廃止・休止及び縮減】

○ 廃止数計 363事業、廃止・縮減額計：約 127億円（H19～H22）

【歳入確保の強化の主な取組】

○ 使用料、手数料の見直し：増収額約 224百万円（H19～H22）

○ 広告収入の確保：収入額約 25百万円（H19～H22）など

○ 県有未利用資産等の活用：約 19.7 億円（H19～H22）など

【徹底した歳出の見直しの主な取組】

○ 人件費の抑制

職員数（公営企業※１を除く）1,419人純減（うち知事部局 513 人純減）（H19～H22）

H23.4.１職員数 19,831人、うち知事部局 3,949 人

人件費の減：約 380 億円（H20～H22）

うち職員給与の見直し：特例的な給与減額の実施 約 59億円（H20～H22）など

○ 補助金・負担金の見直し：約 51億円（H19～H22）



3

※１ 公営企業 水道事業、交通事業、病院事業、下水道事業など地域住民の生活や地域の発展に不可欠なサービスを提供する

もので、企業の能率的経営を確保し、経済性を発揮するよう、地方公共団体内部において特別の経営組織を設け、経営する

もの（本県においては、病院、発電、工業用水道が該当）

※２ 地方独立行政法人 公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、民間の主体にゆだねた場合

には必ずしも実施されないおそれがあるものについて、効率的かつ効果的に行わせることを目的として、地方公共団体が設

立する法人

※３ 公共サービス・マッチングシステム 企業が地域貢献活動について、県と連動して取組を実施しようとする場合、県の総

合窓口を通じて、相談・提案をいただき調整を行う仕組み

※４ 市場化テスト これまで専ら「国や地方自治体等」が担ってきた公共サービスについて、「国や地方自治体等」と「民間」

が対等の立場で競争入札に参加し、価格・質の両面で最も優れた者が、そのサービスの提供を担っていく制度

【財政健全化法に基づく健全化判断指標公表（H20年度決算から実施）】

○ H22 年度決算 実質赤字比率：－（3.75）、連結実質赤字比率：－（8.75）、実質公債費比

率：15.6（25.0）、将来負担比率：286.1（400.0） （ ）内は早期健全化基準

※ 実質赤字比率、連結実質赤字比率については、実質赤字額がないことから「－」と記載、

指標は全て早期健全化基準の範囲内

【外郭団体等の改革】

○ 県出資等法人の整理合理化（解散 5法人、県出資解消１法人）（H19～H22）

○ 地方独立行政法人※２（岩手県立大学、岩手県工業技術センター）の業務運営の効率化、評価

委員会による業績評価

など

【改革３】民間力・地域力が最大限に発揮される仕組みづくり

～民間企業との協働拡大や官民比較など新たな手法による公共サービス改革に着手～

○ 公共サービス・マッチングシステム※３（民間企業の地域貢献活動と県事業等との連携の窓口）

による官民協働の推進：コンビニエンスストア等との協定締結４件

○ 岩手型市場化テスト※４・官民比較型市場化テストの実施(法人二税関連業務について外部委

託化）

○ 新たな官民ネットワークの構築：県民みんなで支える岩手の地域医療推進会議、いわて観光

立県推進会議、温暖化防止いわて県民会議の設立

など

【改革４】県と市町村の役割分担の再構築

～広域振興局体制の整備を進めるとともに、権限移譲など市町村の基盤強化を推進～

○ 宮古市と川井村の合併実現、一関市と藤沢町の合併に向けた支援

○ 市町村と県の二重行政の解消や連携・協働を推進するための政策調整会議の設置

○ 市町村別権限移譲推進プログラムに基づき権限移譲を推進、移譲市町村への人的支援 54名

○ 合併市町村の課題解決に向けた、合併市町村地域力向上支援交付金による支援

○ 市町村の行財政基盤強化や、各地域の産業振興状況を踏まえた広域振興局体制への移行

など
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３ 現状と課題

(1) 本県の行財政に影響を及ぼす環境の変化

ア 東日本大震災津波の発生

東日本大震災津波による本県の人的被害は 6,274 人、家屋被害（住家のみ）は 24,735 棟

（以上平成 23 年 11 月 16 日現在）、公共土木施設被害は 2,990 億円余り（平成 23 年 7 月

31 日現在）となっています。

また、本県の復興に要する費用は、国・県・市町村合わせて約８兆円と試算されている

ほか、他県等から本県への応援職員は延べ 14,828 人／日（平成 23 年 10 月 31 日現在。市

町村への派遣を除く。)となっています。

この未曾有の大災害からの復興に向けては、国による力強い支援が不可欠ですが、県と

しても復興を最優先としつつ、将来にわたって安定的な行政サービスを提供できるよう、

限られた財源の重点的かつ効果的な活用に努め、財政の健全化にも配慮した財政運営を行

っていくことが求められています。

また、今後、復興に向けた執行体制の一層の拡充が必要となることから、復興事業を担

うマンパワーの確保が課題となっています。

イ 国・地方の財政環境の悪化

国・地方の財政は、90年代以降の景気の低迷による税収の減少や累次の経済対策の実施

などを背景に著しく悪化したため、現在、国と地方合わせて 860 兆円を超える長期公債残

高※５を抱える状況となっています。

こうした中、発生した大震災津波は、自然災害と原子力事故が重なった未曾有の複合型

災害として、本県を含む直接の被災地はもとより、我が国全体に、甚大な被害と影響をも

たらしました。

国は、震災からの復旧・復興が最優先の課題であるとの認識に立ち、財政の枠組みにと

らわれず全力を傾注する一方で、「財政運営戦略」（平成 22 年６月 22 日閣議決定）に定め

られた財政健全化の目標の達成に向けた取組を着実に進めることとしています。

本県では、「行財政構造改革プログラム」（H15～H18）、それに続く「集中改革プログラム」

（H19～H22）、「いわて県民計画第１期アクションプラン改革編」（H21～H22）に基づき、歳

入確保や歳出全般にわたる見直しを継続して行ってきました。しかしながら、地方交付税

を含めた地方一般財源総額は、なお三位一体改革※６前の水準に回復しておらず、本県の財

政は依然として厳しい状況が続いており、歳入確保の取組の強化と限られた財源の重点的

かつ効果的な活用が求められています。

ウ 県民ニーズの多様化

一般的に県民のニーズは、高度経済成長期までの画一的・集団主義的な傾向から、価値

観の多様化が進行する傾向へと変化しており、これに伴い、公共サービスへのニーズも一

層多様化してきています。
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また、家族形態やライフスタイルの多様化に伴い、従来は家庭等において行われていた

保育や介護などが、行政サービスとして求められるようになり、新たな公共サービスのニ

ーズへの対応が必要となっています。

エ 人口減少・少子高齢化

本県の人口は、全国の減少率を上回るスピードで減少しており、今後もこの傾向が続い

た場合、平成 20 年の 135 万人が、平成 30 年には 120 万人から 125 万人程度に減少すると

見込まれています。

さらに、生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未満）の割合は、平成 20 年の 60.2％から平成

30 年には 56％程度に低下する一方、老年人口（65歳以上）の割合は 26.3％から 32％程度

にまで増加すると予測されており、今後、県税収入の落ち込みと社会保障関係費の増大に

よる、県財政に対するマイナス面の影響が懸念されます。

（参考）

岩手県の総人口（指数は平成 20年＝100 とした場合） （単位：千人）

平成20年
(2008 年)

平成30年
(2018 年)指数 指数

総人口 1,352 100.0
1,198
～

1,254

88.6
～
92.7

生産年齢人口 817（60.2％） 100.0
672（56.1％）

～
705（56.2％）

82.3
～
86.3

老年人口 357（26.3％） 100.0
395（32.1％）

～
403（33.0％）

110.6
～

112.8

<参考>長期ビジョン：岩手県の将来推計人口

(参考)
◎ 県民意識調査

県が平成23年（東日本大震災津波発生前）に行った「県の施策に関する県民意識調査」の結果、県

民のニーズ度（重要度から満足度を引いた数値）が高い項目は、次のとおり。（上位 10項目を記載）

雇用や保健・医療・福祉、産業振興等に関する項目が、上位を占めています。

（県の施策に関する県民意識調査）

平成 21 年度に策定した「いわて県民計画」の７つの政策に関連する項目について、県民がどの程度

の重要性を感じ、現在の状況にどの程度満足しているか等を定期的に把握
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(2) 本県における行財政の現状と課題

ア 財政状況

本県の歳入においては、できる限り自主財源の確保に努めていますが、地方交付税や国

庫支出金の占める割合が大きく、歳入全体の６割以上を依存財源に頼らざるを得ない状況

で、国の地方財政対策に大きく左右される財政構造となっています。

一方、歳出においては、県民の暮らしを支えるため、全国で最多の県立病院を有するな

ど医療提供体制の構築・維持に多額の経費を要していることなどに加え、今後、公債費の

償還がピークを迎えることや少子高齢化の進展により社会保障関係費が年々増えていくこ

となど義務的な経費の増加（財政の硬直化の進行）が見込まれており、厳しい財政運営を

強いられています。

加えて、今般の大震災津波からの復旧・復興のためには、多額の財源が必要となること

から、本県の財政運営は、これまでにも増して厳しい局面を迎えることが予想されます。

イ 組織・職員体制

厳しい財政状況を踏まえ、職員数（公営企業を除く。）は、平成 23 年度（4 月 1 日時点

の職員数。以下同じ。）で 19,831 人（知事部局 3,949 人）と、平成 19 年度 21,250 人（知

事部局 4,462 人）に比較して約 7％、1,419 人（知事部局約 12％、513 人）純減してきまし

た。特に知事部局では、平成 10 年度（5,151 人）と比較すると約 23％、1,202 人の純減と

なっています。

このような厳しい環境のもと、平成 23 年 3 月 11 日に発生した大震災津波からの復興を

推進するため、同年 4 月 25 日に 45 人体制からなる復興局を設置し、その後においても沿

岸広域振興局等の震災復興に携わる部署へ弾力的な再配置を行い、組織強化に努めてきま

した。

今後、防潮堤等海岸保全施設や漁港施設など各施設の復旧や整備事業の実施、復興道路

の整備に向けた支援、被災者の「心のケア」の取組等、執行体制の一層の拡充が必要とな

りますが、後年度における人件費負担を考慮すると、長期にわたる大幅増員は難しいこと

から、復興事業を担うマンパワーをいかに確保していくかが課題となっています。

ウ 多様な主体による公共サービスの提供

社会経済環境が急激に変化する中、公共サービスに対する県民ニーズも一層多様化が進

行しており、行政のみでは対応できない課題も増加しています。

一方、大震災津波の被災者支援においては、ＮＰＯや民間企業等による多様な活動が展

開され、重要な役割を担っています。

これまで県では、ＮＰＯ・民間企業等の社会貢献活動と県が行う事業等との連携を推進

するなど民間協働の仕組みづくりに取り組んできましたが、震災対応など地域課題の解決

に向け、地域の多様な主体による「新しい公共」の取組などを一層推進する必要がありま

す。

※５ 長期公債残高 国債に借入金などを加えた国の長期債務と、地方債などの地方の長期債務を合計したもの

※６ 三位一体改革 地方分権改革における「財政面の改革」であり、国と地方公共団体の行財政システムに関する３つの改革、

すなわち①国庫補助負担金の廃止・縮小、②財源の移譲、③地方交付税の見直し を同時にバランスよく進める改革
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１ 基本的考え方

２ 基本理念

〜震災からの復興を⽀える財政運営と⼈・組織・仕組みづくり〜

これまで、事務事業の見直し、業務プロセスの改善等による事務の簡素・効率化に取り組ん

だことにより、職員体制のスリム化や歳出の徹底した削減など、一定の成果が得られました。

しかし、価値観の多様化に伴う公共サービスへの県民ニーズの一層の多様化が進んでいるほ

か、少子高齢化の急速な進行と人口減少により地域経済や財政に対するマイナス面の影響が懸

念されるなど、本県を取り巻く環境は一層厳しさを増してきています。

こうした厳しい行財政環境のもと、震災からの復旧・復興に集中的に取り組んでいくため、

復興を支える人材育成、限られた財源や人的資源の効果的活用、新しい公共の推進、市町村と

の連携強化など、震災からの復興を支える「財政運営と人・組織・仕組みづくり」に重点を置

いた取組を推進していきます。

上記の「基本的考え方」に沿って復旧・復興に取り組むとともに、県民本位の行政サービス

を提供していくため、平成 20 年 12 月に策定した「岩手県職員憲章」を基本理念に掲げ、全職

員が「岩手県職員としてあるべき姿」を共有し、一丸となって行動していきます。

岩手県職員憲章 ～私たちの５つの信条～

県民本位 常に県民の視点、立場に立ち、現在、そして未来の「県民全体の利益」を

考え、行動します。

能力向上 創意工夫を凝らし、柔軟な発想で、「新たな課題に果敢に挑戦」します。

明朗快活 職員間の自由なコミュニケーションを通じ、「明るく、いきいきとした職

場」をつくります。

法令遵守 「規律」を重んじ、県民から信頼されるよう、「公正、公平」に職務を遂

行します。

地域意識 地域社会の一員としての「自覚」と県職員としての「誇り」をもって、「誠

実」に行動します。

Ⅱ 基本方針



8

３ 長期ビジョンに基づく４つの基本方針

４ 推進期間

５ 進行管理

長期ビジョンの「県政運営の基本姿勢」に掲げられている「いわての未来づくりを支える専門

集団へ」、「いわてを支える持続可能な行財政構造の構築」、「多様な主体による公共サービスの提

供」、「活力に満ちたいわてを実現する分権型行政システムの確立」の 4 つの基本方針に基づき、

具体の取組を推進します。

基本方針１ いわての未来づくりを支える専門集団へ

大震災津波からの早期復興に向けた様々な取組を県民の皆さんと一丸となって推進していくた

め、復旧・復興を迅速かつ強力に推進する体制整備や、地域の実情に応じて「自ら考え行動でき

る職員」の育成に取り組むとともに、県民本位の行政サービスの提供や、県政運営の透明性・公

正性をより一層確保するための取組を推進します。

基本方針２ いわてを支える持続可能な行財政構造の構築

復旧・復興に最大限の力を注ぎつつ、安定的な行政サービスを提供できるよう、歳入確保の強

化、徹底した歳出の見直し、効率的・効果的な事業の実施、将来負担を伴わない方策による人的

資源の確保を図ることにより、持続可能な財政構造を構築するとともに、震災復興を支える体制

づくりを進めます。

基本方針３ 多様な主体による公共サービスの提供

多様な主体がそれぞれの力を発揮して公共サービスを担うことにより、行政サービスの質を向

上させることが期待される「新しい公共」の取組を、国民や国際社会の積極的な支援と参画を通

じた「開かれた復興」の考え方を踏まえながら推進していくため、ＮＰＯなど「新しい公共」の

担い手の自立的活動を促進する取組や、人・仕組みづくりを進めます。

基本方針４ 活力に満ちたいわてを実現する分権型行政システムの確立

住民に身近な行政を地方が自主的かつ総合的に広く担うようにする地方分権改革を一層推進し

ます。また、大震災津波の発災により生じた、個々の市町村では解決できない課題に対して、県

と市町村が連携して取り組むとともに、復興に向けた自治体間の連携を推進するためのサポート

や、被災市町村の行政機能の回復に向けた支援を進めます。

平成 23年度から平成 26年度までの４年間を推進期間とします。

計画期間中は、大震災津波からの復旧・復興の進捗に応じ、外的要因のめまぐるしい変化が

予想されます。

このため、中長期の目標設定が困難な項目については、単年度ごとの検証によるローリング

と計画の柔軟な見直しを行い、その結果を公表することにより、新たな課題に迅速かつ的確に

対応するとともに、計画の着実な推進を図っていきます。
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Ⅲ 具体的な推進項目

基本方針１ いわての未来づくりを支える専門集団へ

○ 大震災津波からの復興を支える体制の整備

○ 県民の安心と信頼に応える行政サービスの提供

基本方針２ いわてを支える持続可能な行財政構造の構築

○ 持続可能な財政構造の構築

○ 実行力と効率性を兼ね備えた体制の整備

基本方針３ 多様な主体による公共サービスの提供

○ 多様な主体により公共サービスを担う取組と人・仕組みづくり

基本方針４ 活力に満ちたいわてを実現する分権型行政システムの確立

○ 地方分権改革の推進

○ 市町村との連携・協力体制の構築

○ 被災市町村の行政機能回復に向けた支援等

① 「項目」欄に推進方策、「内容」欄に取組内容を記載し、各年度欄には、年度ごと

の計画を記載しています。

② 取組内容を複数年にわたり継続する場合については、矢印で取組期間を示してい

ますが、推進期間中の環境の変化や課題を踏まえ、年度ごとに検証・決定し、ロー

リングすることとしています。

【工程表の記載内容】
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基本方針１ いわての未来づくりを支える専門集団へ

各 論

大震災津波からの早期復興を成し遂げるためには、行政はもとより、県民の皆さんと一

丸となって地域の力を結集しながら様々な取組を推進していく必要があります。

そのため、復旧・復興を迅速かつ強力に推進する体制整備や、地域の実情に応じて「自

ら考え行動できる職員」の育成に取り組むとともに、県民本位の行政サービスの提供や、

県政運営の透明性・公正性をより一層確保するための取組を推進します。

(1) 大震災津波からの復興を支える体制の整備

■復旧・復興を推進する体制の整備

○ 復旧・復興対応に人的資源を重点配置するとともに、全国の都道府県等への職員派遣

の要請、退職した職員の再雇用、任期付職員の採用、ＮＰＯや民間企業等との連携など

の方策を検討・実施し、復旧・復興を迅速かつ強力に推進する体制を整備します。

■専門的で高度な知識を有する外部人材の任用

○ 復旧・復興を担う専門的で高度な知識を有する外部人材の任用に取り組みます。

■環境の変化を踏まえた人材育成制度の充実と職員研修の見直し

○ 震災対応を通じて得た気づきを踏まえ、地域の実情に応じて「自ら考え行動できる職

員」の育成を進めるため、職員育成ビジョンを見直し、人材育成制度の充実を図るとと

もに、能力開発研修を見直します。

○ 市町村との合同研修の導入や、合意形成・政策形成能力を養成する研修の充実強化を

図り、多様な主体との協働をコーディネートする職員を育成します。

○ 被災地における現状の理解の促進と課題解決に向け、研修内容を見直します。

■職場環境の整備

○ 組織パフォーマンス向上のため、ワークライフバランス※７の推進や心身の健康保持に

関する職員サポートの充実を図るなど、職場環境の整備に取り組みます。

○ 復旧・復興を支援するため、被災地で復興業務に従事する職員等に対して、生活の基

盤となる良好な住環境の確保に努めます。

１ 取組の方向性

２ 推 進 方 策

復旧・復興を迅速かつ強力に推進する体制の整備と、震災後の状況を踏まえ、復興に

向けた取組や新たな地域の課題に対して、限られた資源の中で創意工夫しながら、「県民

本位」の視点で自ら考え行動できる人材の育成を進めます。
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(2) 県民の安心と信頼に応える行政サービスの提供

■岩手県職員憲章の理解促進と実践

○ 職員一人ひとりが「岩手県職員憲章」を組織の基本理念として共有し、その趣旨につ

いて職員研修など様々な機会を通じて職員への理解促進と徹底を図るとともに、具体的

な行動につなげる取組を進めます。

■県民サービスの利便性の向上

○ 電子申請やコンビニエンス・ストアでの県税納付、ｅＬＴＡＸ（エルタックス）※８の

利用を促進するなど、県民サービスの利便性の一層の向上を図ります。

■行政品質向上運動※９の推進

○ 行政品質向上運動の趣旨や目的を再確認し、職員に浸透させる取組を進めます。

○ これまでの行政品質向上運動で培った組織マネジメントや業務改善等の取組を継続・

発展させるとともに、その取組内容を県民に広く周知します。

■情報公開の推進

○ 透明性の高い開かれた行政運営を推進するため、個人情報の取扱いに配慮しながら、

より一層の県行政に係る情報公開の推進を進めます。

■公共調達の改革

○ 建設工事は、競争による経済性に配慮しつつ、価格以外に技術的能力等多様な要素に

より総合的に判断して優れた品質が確保できるよう入札制度の見直しを進めます。

○ 災害対応や除雪、道路や河川の維持管理などに係る担い手の確保を目的とする「地域

維持型の契約方式」について、地域の実情を踏まえ、必要に応じて活用を進めます。

○ 物品購入にあっては、契約方法を含めた公共調達のあり方を検討し、透明性・公正性

を確保した方法による公共調達を実施します。

■監査機能の強化

○ 監査委員監査と包括外部監査の連携を図るなど、監査機能の強化に努めます。

※７ ワークライフバランス 一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地
域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できること

※８ ｅＬＴＡＸ（エルタックス） 地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続を、インターネットを利用して電

子的に行うシステム
※９ 行政品質向上運動 職員一人ひとりが、自主的・自律的な活動を行いながら、県民本位の視点で、県民のニーズに的確に

対応して仕事の進め方や内容を改革改善する運動

「岩手県職員憲章」に基づく行動を徹底し、県民本位の行政サービスを提供するととも

に、県民の皆さんとの協働を進める上で最も重要な基盤である行政への安心感、信頼感を

大切にし、県行政の透明性と公平性を向上させる取組を一層推進します。
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番

号
項 目 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

【基本方針１】いわての未来づくりを支える専門集団へ

(1) 大震災津波からの復興を支える体制の整備

① ■復旧・復興

を推進する体

制の整備

・全国の都道府県等に

対する職員派遣の要請

・全国知事会等を通じた

復旧・復興に係る他県へ

の職員派遣の強力な要請

及び積極的な受入れ

・退職した職員の再雇

用

・震災により一定程度の

期間に集中する業務への

対応として、フルタイム

を基本とする再任用職員

の積極的な任用

・任期付職員の採用 ・一時的な業務増への対

応のため、一般事務・総

合土木職の任期付職員の

採用試験を実施

・一般事務職及び総合土

木職の任期付職員の任用

開始

・他県からの派遣職員に

よる応援があってもなお

不足する職種について追

加採用を検討・実施

・東日本大震災の発生

を踏まえた定員管理

（下記の大規模な定数

措置を要する事務分を

除く。）

・現定数の維持を基本 ・復旧・復興施策の進捗

を踏まえた見直し

・災害復旧事業、復興

道路の整備に向けた用

地補償等大規模な定数

措置を要する事務への

対応

・対象となる事務、必要

数、期間を検討の上、任

期付職員等により対応

・第１期復興計画（基盤

復興期間）の実績を踏ま

えた見直し

② ■専門的で高

度な知識を有

する外部人材

の任用

・専門的で高度な知識

を有する外部人材の任

用

・保健所医師、保健師資

格保有者の任用、水稲の

品種改良に係る任期付研

究員の任用

・１級建築士資格保有者

の任用

・児童生徒等の心のサ

ポートを行うため、県外

の臨床心理士をカウンセ

ラー（非常勤職員）とし

て任用

③ ■環境の変化

を踏まえた人

材育成制度の

充実と職員研

修の見直し

・職員育成ビジョンの

見直し

・職員アンケート結果等

を踏まえ、次期職員育成

ビジョンの方向性を検討

・次期職員育成ビション

策定

・主体的に行動できる

職員の育成

・震災時における役割

（考え方・行動）につい

て、階層別研修で実施

・人材育成協議会におい

て、具体の取組を検討

・若手職員研修の研修内

容構成を修正して実施

・実施可能な取組から段

階的に着手

・新しい人事評価制度

の推進（業績を適確に

評価し、給与上の処遇

へ反映）

・見直し後の人事評価制

度による適時適切な人事

評価を実施

３ 具体的な推進方策（工程表）
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番

号
項 目 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

・中間職員層のマネジ

メント力強化

・職員アンケート結果等

を踏まえ、中間職員層の

マネジメント力強化策を

検討

・人材育成協議会におい

て対応方針を協議

・協議結果を踏まえて取

組実施

・若手職員に係るキャ

リアデザインシステム

の構築

・若手職員育成プログラ

ムの見直しの方向性検討

・見直し後のプログラム

実施

・能力開発シート（仮

称）の導入

・若手職員育成のための

ジョブ・ローテーション

を実施

・庁内公募制度の拡充に

よるキャリアデザインの

構築の支援

・人事管理の複線化 ・定年延長に伴う役職定

年制の導入検討を踏ま

え、あり方について検討

・段階的に実施

・能力開発研修の見直

し

・職員アンケート結果等

を踏まえ、研修内容を見

直し

・研修の位置づけと役割

分担の方向性を検討

・見直し後の内容により

研修実施

・次期職員育成ビジョン

見直しの中で検討整理

・次期職員育成ビジョン

に基づき研修実施

・市町村等との連携強

化を進める研修の実施

・職員アンケート結果等

を踏まえ、実施方法等を

検討

・市町村等の意向を踏ま

えながら試行的に実施

・試行結果を踏まえて実

施

・各部局が開催する部

局研修の情報共有と相

互受入れ

・段階的な情報共有と相

互受入れを試行

・試行結果を踏まえて実

施

④ ■職場環境の

整備

・メンタルヘルス対策

の充実強化

・メンタルヘルスケアに

関する意識啓発の充実・

強化

・相談体制の整備等（早

期発見・早期治療）

・職場復帰支援（職場復

帰・再発予防）

・震災対応職員のメン

タルヘルスケアの推進

・精神科嘱託医による職

場訪問及び健康相談の実

施

・メンタルヘルス・セル

フケア事業の集中的な実

施

・メンタルヘルスケアに

関する意識啓発の重点的

な推進

・日常の健康相談体制の

強化

・「次世代育成支援の

ための特定事業主行動

計画」の推進

・管理職を対象とした特

定事業主行動計画の周知

・現計画の検証・見直し

・次期計画の策定
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番

号
項 目 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

・子育てしやすい職場づ

くりに向けた職員の行動

指針に関する周知・意識

啓発

・随時、計画の見直し検

討・実施

・ｅ－ラーニングによる

育児休業中の職員の在宅

研修実施

・復興業務に従事する

職員等の住環境の確保

・既存公舎及び民間宿泊

施設の利用調整、提供

・仮設宿舎の設置検討 ・必要に応じて設置

(2) 県民の安心と信頼に応える行政サービスの提供

① ■岩手県職員

憲章の理解促

進と実践

・岩手県職員憲章の趣

旨を具体的行動につな

げる取組

・新採用職員研修におけ

る理解促進

・新採用職員研修、行政

品質向上研修その他職員

の理解促進のための機会

を拡大

・業務方針に基づき業務

に反映

・人材育成協議会におい

て対応方針を協議

・協議結果に基づき取組

実施

② ■県民サービ

スの利便性の

向上

・県内の電子自治体化

の推進：電子申請・届

出汎用受付システムの

市町村との共同利用、

県民の利用促進

・市町村申請事例公開や

説明会の実施

・セミナー申込みやアン

ケート利用促進

・市町村応用例等の公開

による共同利用促進

・携帯利用手続の拡充等

による県民利用促進

・市町村共同利用の一層

の促進

・利用手続拡充等による

県民利用促進

・コンビニエンススト

ア（１年中24時間体

制）での県税（自動車

税等）の納付推進

・運用を継続

・ｅＬＴＡＸ（エル

タックス）の利用促進

・周知広報等によるｅＬ

ＴＡＸの利用促進

・ホームページの刷

新・改善

・ホームページの利便性

向上のための方針策定

・ホームページの改修

■行政品質向

上運動の推進

・職員憲章の浸透と実

現に向けた取組の推進

・職員アンケート結果等

を踏まえて対応方針を検

討

・人材育成協議会におい

て対応方針を協議

・協議結果に基づき取組

実施

・運動の趣旨や取組の

組織風土へのより一層

の定着を促進

・職員向け行政品質向上

ポータルサイトの充実と

研修、意見交換を実施

・職員提案による改革

改善の具体化の推進

・取組方針及び仕組みを

検討

・実施

④ ■情報公開の

推進

・行政情報の提供の拡

充

・開示請求によらずにＨ

Ｐ等で行政情報の提供を

行う自主的公表の推進

③
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番

号
項 目 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

⑤ ■公共調達の

改革

・建設工事の入札制度

見直し

・総合評価落札方式条件

付一般競争入札の本格実

施

・低入札価格調査制度の

見直し

・地域維持型契約方式

の導入

・地域の実情を踏まえて

導入を検討・実施

・建設関連業務の入札

方式の改善

・入札方式の改善を検

討・実施

・その他の公共調達に

関する改革等

・物品調達・印刷請負に

係る一般競争入札の拡大

・随意契約の見直し ・一般競争入札及び企画

競争の推進

⑥ ■監査機能の

強化

・監査体制の充実･強

化

・監査業務に関するアン

ケートの実施

・新任職員の研修

・外部確認の実施

・監査マニュアルの改訂 ）

・予備監査従事職員の増

（再任用職員）

・予備監査従事職員の増

（検討

・専門性等の強化 ・自治大学校、会計検査

院研修所、全監連、日本

経営協会等の研修への派

遣

・上記研修の出席者によ

る伝達研修の実施

・簿記研修の実施（３級

レベル）

・定期監査の完全実施 ・監査対象機関全てに対

する監査の実施【Ｈ23は

震災により沿岸部は実施

していない。】

・財政援助団体の監査の

実施

・監査委員と包括外部

監査人との連携

・監査委員と包括外部監

査人との意見交換

・包括外部監査の結果の

定期監査への活用

・行政監査の充実･強

化

・特定テーマによる行政

監査の実施【Ｈ23のテー

マ「県ホームページの活

用状況について」】

・内部統制に係る監査の

実施
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番

号
項 目 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

・監査情報の提供の拡

充

・ＨＰでの監査活動情報

の提供

・「監査だより」の発行

（年4回）（ＨＰへの掲

載、全庁掲示板への掲

載）

・「平成23年度監査の執

行状況」（前年度分）に

ついてホームページで公

開
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基本方針２ いわてを支える持続可能な行財政構造の構築

各 論

未曾有の大震災津波からの復興に取り組んでいくためには、国による力強い支援が不可

欠ですが、県としても、復旧・復興に最大限の力を注ぎつつ、安定的な行政サービスを提

供できるよう、体制を整備していく必要があります。

このため、歳入確保の強化、徹底した歳出の見直し、効率的・効果的な事業の実施、県

民に対する効果的で分かりやすい情報の提供、将来負担を伴わない方策による人的資源の

確保を図ることにより、持続可能な財政構造を構築するとともに、震災復興を支える体制

づくりを進めます。

(1) 持続可能な財政構造の構築

■歳入確保の強化

○ 県民負担の公平性を確保する観点から、県税については、課税対象の捕そくや滞納整

理の強化を図ります。

○ 県税以外の収入未済金について、「新岩手県滞納債権対策基本方針」に基づく回収の強

化を重点とした滞納債権対策の取組を行います。

○ 受益と負担の適正化の観点から、使用料や手数料については、原価や実勢価格の適正

な反映状況や減免措置の必要性などを点検し、見直しを行います。

○ 県有資産を有効活用する観点から、施設の再編等により未利用となっている土地や建

物の売却を一層進めるほか、公募制の導入による庁舎等の空きスペースの貸付、県有資

産を広告媒体として活用する広告事業を実施します。

○ 震災対応以外の県債については、中長期的には県債残高の規模の抑制を目指すほか、

安定的かつ利子等の負担をできるだけ少なく資金調達ができるよう、最適な発行形態を

検討します。

■徹底した歳出の見直し

○ 震災対応以外の投資的経費※10については、重点化により公共事業を効果的に進めるほ

か、公共事業以外の大規模施設整備については、緊急性・必要性を考慮して進度調整を

図るなど、限られた資源で最大の効果が得られるよう見直しを進めます。

○ 補助金や負担金については、期限到来や目的達成による廃止、外郭団体等の改革にあ

１ 取組の方向性

２ 推 進 方 策

厳しい財政状況を踏まえ、徹底した歳出の見直しと歳入確保の強化を図るとともに、

効率的・効果的な事業の実施や公営企業・県出資法人等改革により、「持続可能な財政構

造」を構築していきます。
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わせた人件費・運営費補助金等の見直しなどとともに、公営企業の改革と連動して、繰

出金※11のあり方の見直しを進めます。

○ 情報システムや施設等の管理経費の縮減を図るとともに、政策評価等により事業の効

果や効率性を検証して、徹底した歳出の見直しを進めます。

■県民に対する財政に関する情報の提供

○ 財政健全化法による指標や地方公会計※12に基づく財務諸表の公表に加え、震災対応分

の予算等を明らかにした資料など効果的で分かりやすい情報提供などを通じて、財政に

関する県民の理解を深める取組を進めます。

■政策形成支援機能の強化

○ 政策評価と予算との連動を図るとともに、評価業務の効率化に配慮しつつ政策形成を

支援する機能を強化し、評価の質の向上を図ります。

■公営企業改革

県立病院等事業

○ 「岩手県立病院等の新しい経営計画」（平成 21～25 年度）を着実に推進します。

○ 単年度収支や経常収支比率等の経営指標を定め、経営改善の取組を推進します。

○ 二次保健医療圏を基本とした各病院の役割分担と連携のもと診療体制の充実を図ると

ともに、効率的な運営により職員の適正配置を進めます。

○ 地方公営企業会計制度の見直しに適切に対応します。

○ 大震災津波からの復興に向け、民間医療機関等との役割分担と連携のもと被災地にお

ける診療体制の確保に取り組みます。

○ 災害時における県立病院間の相互応援等、災害医療提供体制の充実を図ります。

○ 平成 26年度以降の次期経営計画を策定します。

電気事業及び工業用水道事業

○ 中期経営計画（平成 22～24年度）を着実に推進します。

○ おおむね 10 年後のありたい姿をめざし、長期的な対応が求められる課題及びその対応

の方向性を示す「長期経営方針」に基づき、その行動計画としての平成 25 年度以降の次

期中期経営計画を策定します。

○ 経済性の確保（収入の確保・支出の適正化）に取り組みます。

○ 着工済の発電所の建設を進めるとともに、再生可能エネルギーを利用した新規開発の

調査・検討を行います。

○ クリーンエネルギーの導入促進等を通じて、地域貢献に努めます。

○ 技術継承や職員の資質向上に努めるとともに、発電所の新規開発等に対応した組織体

制の見直しを進めていきます。

■県出資等法人改革

県出資等法人のあり方の見直し
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○ 厳しい行財政環境の下で県が震災復興に取り組む中、県出資等法人においても、引き

続き県の施策推進上の役割を十分に果たすとともに、将来にわたり県民負担を招かない

よう改革を推進します。

○ 復興に向けた県の施策実施における推進主体の一つとして、法人と県の施策の連携を

強化します。

○ 運営評価制度を通じた継続的な法人運営の改善を進め、効率的で質の高いサービスの

実現に取り組むとともに、新公益法人制度における円滑な移行を推進します。

県関与の適正化

○ 管理運営費などの経常的な経費に対する補助（運営費補助金）や運転資金としての短

期貸付金について、法人の経営努力・必要性を十分に検証し、適正化を図ります。

○ 損失補償については、引き続き、その必要性、妥当性等を十分に検討し、真に必要な

場合に限定することとします。

○ 県職員派遣については、県と法人の役割分担の明確化や法人の自立的経営の観点から

適正化を図ります。

○ 法人代表者、役員への県職員の就任については、経営者の職務権限や責任を明確にし、

法人の運営体制における就任の必要性等を十分に検証し、適正化を図ります。

情報公開の推進

○ 法人の経営状況等について、インターネット等を活用し、県民がより手軽に情報を入

手できるよう積極的な情報の提供を行います。

○ 県の関与や運営状況等に関して、法人自身による積極的かつ分かりやすい情報公開を

促進します。

■地方独立行政法人改革

公立大学法人岩手県立大学

○ 第２期中期目標期間（H23～H28）における運営費交付金の計画と併せて、経営努力に

より確保している積立金の有効活用を図りながら、法人化のメリットを生かした経営の

効率化を図っていきます。

○ 効率的・機動的な大学の運営により、中期目標を達成するため、収入の確保（知的財

産の活用、外部研究資金の獲得）や支出の削減（定数管理による人件費の縮減、管理費

の節減）を進めます。

○ 中期目標に定める大学が目指す「地域の中核人材と活力創出に貢献する大学」を実現

するために、各事業年度の業務実績について、地方独立行政法人評価委員会による評価

を行い、評価結果を法人の業務運営に適切に反映していきます。

地方独立行政法人岩手県工業技術センター

○ 社会経済情勢の変化を踏まえた第２期中期目標・中期計画（H23～H27）に基づいて、

法人化のメリットを生かした経営の効率化を図っていきます。

○ 企業・県民ニーズに適時適切に対応するため、迅速かつ自律的な判断に基づく事業を
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展開します。

○ 戦略的な研究開発、研究成果の市場化促進、情報の公開、組織運営の改善、事務等の

効率化・合理化を推進します。

○ 収入の確保（外部研究資金等の獲得）や経費の抑制（業務の徹底した合理化、簡素等）

に努めていきます。

○ 良質なサービスの提供を継続するため、人材の育成及び施設設備の適切な管理、活用

と計画的な整備を行っていきます。

○ 中期目標に定める法人の目指すべき姿を実現するために、各事業年度の業務実績につ

いて、地方独立行政法人評価委員会による評価を行い、評価結果を法人の業務運営に適

切に反映していきます。

(2) 実行力と効率性を兼ね備えた体制の整備

■多様な方策による人的資源の確保

○ 震災からの復旧・復興に向けて、全国の都道府県等に対する職員派遣の要請、退職し

た職員の再雇用、任期付職員の採用など、将来負担を伴わない方策により人的資源を確

保していきます。

■業務の選択と集中

○ 復興対応に人的資源を重点配置するため、復旧・復興業務の進捗を踏まえて、外部委

託、業務の休廃止や縮小などの事務事業の見直しをより一層推進します。

○ 「審議会等の設置・運営に関する指針」に基づき、審議会等の附属機関の簡素・効率

化を進めます。

※10 投資的経費 道路や学校など、ストックとして将来に残る施設等を整備するための経費

※11 公営企業への操出金 公営企業は、独立採算制による運営が原則であるが、企業負担が困難又は適当でない経費について、

一般会計から公営企業会計へ繰り出す経費

※12 地方公会計 発生主義会計の複式簿記の考え方の導入を図り、「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「資金収支計算書」、

「純資産変動計算書」を整備し、資産・債務管理、財務情報のわかりやすい開示、政策評価・予算編成・決算分析との関係

づけ等に活用しようとするもの

将来負担を伴わない方策により人的資源の確保を図るとともに、復旧・復興業務の進

捗を踏まえて業務の見直しを進め、震災復興を積極的に支える体制づくりを進めます。
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番

号
項 目 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

【基本方針２】岩手を支える持続可能な行財政構造の構築

(1) 持続可能な財政構造の構築

■歳入確保の強化

① ○県税収入の

確保

○納期内納付率の向上 ・周知広報等による納付

率向上に向けた取組

○収入未済額の縮減

・徴収猶予、執行停止

を除く収入未済額の縮

減

・収入確保対策の検討

・ネット公売の実施

○賦課・徴税体制の強

化

・4広域振興局体制によ

る事務効率化へ向けた業

務集約の検討

・ゴルフ場利用税、狩猟

税、産業廃棄物税の集約

を実施（県南局）

・自動車税の住所地課税

を実施

・個人県民税の収入確

保、収入未済額縮減に

向けた市町村への支援

強化

・収入確保対策及び組織

運営の検討

・収入未済額縮減に向け

市町村を支援

・岩手県地方税特別滞納

整理機構による税収確保

の強化

・課税捕そく調査の強

化

・課税捕そく調査の効果

的な実施

② ○県税以外の

収入未済金

・「新岩手県滞納債権

対策基本方針」に基づ

く回収の強化

・新岩手県滞納債権対策

基本方針に基づく取組の

実施（取組目標の公表、

民事訴訟等の活用、債務

承認書による時効管理、

回収不能債権の整理等）

③ ○受益者負担

の適正化

○使用料等の見直し等

（主な見直しの視点）

・原価や実勢価格の適

正な反映等

・県有施設における減

免措置の必要性等

○その他の受益者負担

の見直し

・使用料等の見直し等の

検討・実施

④ ○県有資産の

有効活用

・未利用資産の売却、

現有施設の有効活用

・「県有未利用資産等活

用・処分方針」の実行、

進行管理

・建物解体撤去などによ

る資産価値を高めた売却

の推進

・自動販売機設置に係る

公募制導入

３ 具体的な推進方策（工程表）
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番

号
項 目 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

・広告収入の確保 ・広告事業の全庁的な展

開

・新規事業の検討 ・新規事業を段階的に実

施

⑤ ○県債の適正

な活用

○震災対応以外の最小

限の範囲内での県債の

発行

・最小限の県債の発行

（震災対応除く）

○資金調達方

法の多様化

○多様な資金調達方法

の検討

・多様な資金調達方法の

検討・実施

⑥ ○その他の歳

入確保策

○外郭団体、外部資金

（国の無利子貸付等）

の活用

・国の無利子貸付等の活

用の検討・実施

○各種基金の活用 ・各種基金の活用の検

討・実施

■徹底した歳出の見直し

① ○震災対応以

外の投資的経

費の見直し

○公共事業の選択と集

中による重点化

・公共事業の選択と集中

（震災対応以外）

○大規模施設整備事業

の見直し

・大規模施設整備事業の

見直し検討・実施

○コスト縮減の推進 ・コスト縮減策の検討・

実施

② ○補助金・負

担金の見直し

○県単補助金の見直し

（見直しにあたっての

留意事項）

・継足し補助金、各種

負担金の原則廃止

・零細な補助金、単年

度の大会開催に係る補

助金、団体運営費など

は必要性、補助効果を

十分に検討

・終期到来したもの等

は廃止

・県単補助金の見直し検

討・実施

③ ○公営企業等

繰出金の見直

し

○県立病院等事業会計

等特別会計への繰出

ルールの見直し

・特別会計への繰出ルー

ルの見直し検討

④ ○その他の歳

出の見直し

○情報システム関連経

費の見直し

・情報システム関連経費

の見直し検討

○施設管理運営経費の

見直し

・施設管理運営経費の見

直しを検討・実施

○その他の物件費、維

持補修費の縮減

・その他物件費、維持補

修費等の縮減を検討・実

施

■県民に対する財政に関する情報の提供

① ○効果的で分

かりやすい情

報提供

・財政健全化法に関す

る指標の公表等

・財務書類４表の整

備・公表等

・指標、財務諸表の公表
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番

号
項 目 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

■政策形成支援機能の強化

① ○政策評価・

事務事業評価

の実施

・いわて県民計画アク

ションプラン【政策

編】に係る政策項目及

び事務事業の評価を実

施

・いわて県民計画アク

ションプラン[政策編]の

７つの政策、42政策項目

の政策評価を実施

・事務事業評価を実施

（768事務）

・いわて県民計画第2期

アクションプラン[政策

編]の７つの政策、42政

策項目の政策評価を実施

○政策評価と

予算との連動

・連動に向けた政策評

価システムの改善

・政策評価、事務事業評

価公表時期の前倒し

・前年度までの課題を踏

まえたシステムの見直し

○協働型評価

の推進

・制度の普及・参画促

進

・県の施策の評価及び立

案に対する協働協定の締

結

・大学研究者等への情報

提供等による参画促進

・県民協働型評価の実施

・意見交換会の実施

・県の施策の評価及び立

案に対する協働協定の締

結

■公営企業改革

県立病院等事業

①

○県立病院等

の新しい経営

計画(21～25年

度)の着実な推

進

○年度重点事業の進行

管理

・四半期毎の進捗状況の

確認

・状況変化に応じた実施

計画（各病院の役割、機

能、病床規模、職員配置

数、収支計画）の随時見

直し

○自己評価及び経営委

員会評価の実施と次年

度重点事業への反映

・自己評価の実施

・経営委員会の開催

②

○経営改善の

実施

○経営改善を進めるた

めの経営指標及び数値

目標

【当初予算ベース】 【収支計画ベース】 【収支計画ベース】 ※次期経営計画において

目標設定

・単年度収支 ・117百万円 ・571百万円 ・1,016百万円

・累積欠損金 ・19,915百万円 ・19,344百万円 ・18,328百万円

・経常収支比率 ・100.1％ ・100.6％ ・101.1％

・医業収支比率 ・92.9％ ・96.4％ ・96.7％

・職員給与費対医業収

益比率

・60.2％ ・59.2％ ・58.9％

・材料費対医業収益比

率

・27.0％ ・24.9％ ・24.9％

○病床規模の適正化

・一般病床削減数（対

H20累計）

・396床 ・396床 ・396床

・病床利用率（各年

度）（一般・療養）

・79.7％ ・84.2％ ・84.2％

○医療提供体制の整備 ※次期経営計画において

目標設定

・医師数(正規及び常

勤臨時医師）

・571人 ・587人 ・599人

・臨床研修医数（1年

次及び2年次）

・112人 ・112人 ・112人

※次期経営計画において

目標設定
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番

号
項 目 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

③

○職員配置の

適正化

○職員配置の適正化

・本局及び病院職員数

※新しい経営計画にお

いて、7対1看護の取得

等により、患者に良質

な医療を提供するとと

もに収益確保を図るた

め増員するもの

・H23.4職員数4,844人 ・H24.4職員数4,855人 ・H23.4職員数4,862人

※次期経営計画において

目標設定

④

○地方公営企

業会計制度の

見直しへの対

応

○地方公営企業会計基

準の改正対応

（借入資本金の負債計

上、退職給付引当金の

計上義務化等）

・検討 ・実施

⑤

○大地震津波

からの復興に

向けた診療体

制の確保

○民間医療機関等との

役割分担と連携のもと

被災地における診療体

制の確保

・検討・実施

⑥

○災害医療提

供体制の充実

化

○災害時の県立病院間

の相互応援要領等の見

直し

○非常用電源等ライフ

ラインの強化

・検討

・非常用発電設備等の強

化を検討

・実施

・実施

⑦

○次期経営計

画の策定

○新しい経営計画の策

定

○新しい経営計画の実

施

・県立病院の機能、規

模、実施計画の策定

・進捗管理

電気事業及び工業用水事業

① ○信頼性の確

保

◆中期経営計画

・中期経営計画の推進

・次期中期経営計画の

策定

・次期中期経営計画の

推進

・中期経営計画（H22～

24）の推進

長期経営方針に基づ

き、その行動計画として

の次期中期経営計画を策

定

・計画期間、内容等の検

討

・計画策定と周知

・経営評価を反映した進

捗管理を実施

◆電気事業

○経済性確保に関する

経営目標

・経常収支比率

（経常収入金額/経常

支出金額×100）

・108% ・109% ・H24年度中に策定する

次期中期経営計画におい

て目標値を設定

○収入の確保

・適正料金の確保 ・24～25年度売電単価交

渉

・26～27年度売電単価交

渉

○支出の適正化

・計画的な更新、改

良、修繕工事等の実施

・修繕改良10か年計画の

見直しとそれに基づく修

繕改良工事等の実施

◆工業用水道事業

○経済性確保に関する

経営目標

・経常収支比率

（経常収入金額/経常

支出金額×100）

・105% ・112% ・H24年度中に策定する

次期中期経営計画におい

て目標値を設定
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番

号
項 目 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

○収入の確保

・契約数量の増量 ・企業誘致活動への参

画、情報収集活動

・ユーザーへの増量要請

・新たな工場立地への対

応

○支出の適正化

・計画的な更新、改

良、修繕工事等の実施

・修繕改良10か年計画の

見直しとそれに基づく修

繕改良工事等の実施

○自立経営への取組み

・入畑ダム水源転用

・水源転用手続

・料金改定の実施

② ○新規開発 ○発電所の新規開発

・胆沢第三発電所の建

設

・胆沢第三発電所の建設 ・胆沢第三発電所運転開

始（予定）

・胆沢第四発電所の建

設

・胆沢第四発電所の建設 ・胆沢第四発電所運転開

始（予定）

・再生可能エネルギー

発電の調査・検討

・再生可能エネルギーを

利用した新規開発の調

査・検討

③ ○地域貢献 ○地域貢献

・クリーンエネルギー

の導入促進

・植樹活動の支援

・「環境保全・クリーン

エネルギー導入促進積立

金」等を活用した地域貢

献の推進

④ ○組織力の向

上

○技術継承・職員の資

質向上

○新規開発等に対応し

た組織体制の見直し

・専門研修の推進

・H23.4.1職員数128人

（電気事業：116人、工

業用水道事業：12人）

※H23.10.1現在職員数

125人（電気事業：欠員

３人※復興関連）

・組織体制の見直し

■県出資等法人改革

① ○県出資等法

人のあり方の

見直し

○法人の整理合理化等

の推進

・法人の整理合理化等の

検討・実施

○復興に向けた法人と

県の施策の連携強化

・復興に向けた法人と県

の施策の連携強化の検

討・実施

○運営評価制度に基づ

く法人の継続的な改

革・改善の推進

・運営評価制度の実施

○新公益法人制度施行

に伴う円滑な移行の促

進

・円滑な移行に向けた指

導・助言

② ○県関与の適

正化

○県の財政的関与の削

減

・県の財政的関与の削減

の検討・実施

○県の人的関与の適正

化

・県の人的関与の適正化

の検討・実施
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番

号
項 目 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

③ ○県民の理解

を深めるため

の情報公開の

推進

○法人の経営状況等に

関する積極的な情報の

提供

・情報提供の実施

○法人自身による積極

的かつ分かりやすい情

報公開の促進

・積極的かつわかりやす

い情報公開の促進

■地方独立行政法人改革

公立大学校法人岩手県立大学

① ○業務運営の

効率化、財務

内容の改善等

の推進

・運営費交付金を充当

して行う事業を効率的

に推進 （毎年、前年

度交付金に対して

0.7％の削減率を乗じ

る）

・経営努力による運営

費の縮減

・交付ルールの見直しを

実施

・交付金額：3,896,534

千円（基準額）

（前年度比△297,798千

円、△7.10％）

・交付金額：3,869,258

千円（前年度比△27,276

千円、△0.70％）

・交付金額：3,842,173

千円（前年度比△27,085

千円、△0.70％）

・交付金額：3,815,277

千円（前年度比△26,896

千円、△0.70％）

② ○中期目標達

成に向けた取

組み評価・支

援

・評価委員会による年

度業績評価・評価結果

の業務運営への反映

・事業年度計画の承認及

び実績評価

・第１期中期目標の実績

評価

・第２期中期目標の暫定

評価

・外部機関（認証評価

機関：大学基準協会）

による評価

・「認証評価助言事項に

対する改善報告書」の提

出

地方独立行政法人岩手県工業技術センター

① ○業務運営の

効率化、財務

内容の改善等

の推進

・運営費交付金を充当

して行う事業を効率的

に推進（人件費を除く

運営費交付金を24年度

から4カ年間で5.4％効

率化）

・交付ルールの見直しを

実施

・交付金額:265,932千円

（基準額）

・交付金額:262,342(前

年度比△3,590千円、△

1.35%)

・交付金額:258,752(前

年度比△3,590千円、△

1.37%)

・交付金額:255,162(前

年度比△3,590千円、△

1.39%)

○企業支援の強化（顧

客満足度の確保）

・技術相談

・共同研究

・講習会、研修会等

・企業満足度80％以上、

相談解決割合70％以上

・企業満足度90％以上

・受講者満足度80％以上

② ○良質なサー

ビスの提供

・研究員の人材育成、

施設設備の適切な管

理・活用及び計画的な

整備

・研究員の人材育成、施

設設備の適切な管理・活

用及び計画的な整備を実

施

③ ○中期目標達

成に向けた取

組み評価・支

援

・評価委員会による年

度業績評価・評価結果

の業務運営への反映

・評価委員会による年度

業績評価・評価結果を業

務運営に反映

(2) 実行力と効率性を兼ね備えた体制の整備

■多様な方策による人的資源の確保

① ○将来負担を

伴わない方法

による人的資

源の確保

・全国の都道府県等に

対する職員派遣の要請

【再掲】

・全国知事会等を通じた

復旧・復興に係る他県へ

の職員派遣の強力な要請

及び積極的な受入れ
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番

号
項 目 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

・退職した職員の再雇

用【再掲】

・震災により一定程度の

期間に集中する業務への

対応として、フルタイム

を基本とする再任用職員

の積極的な任用

・任期付職員の採用

【再掲】

・一時的な業務増への対

応のため、一般事務・総

合土木職の任期付職員の

採用試験を実施

・一般事務職及び総合土

木職の任期付職員の任用

開始

・他県からの派遣職員に

よる応援があってもなお

不足する職種について追

加採用を検討・実施

・東日本大震災の発生

を踏まえた定員管理

（下記の大規模な定数

措置を要する事務分を

除く。）【再掲】

・現定数の維持を基本 ・復旧・復興施策の進捗

を踏まえた見直し

・災害復旧事業、復興

道路の整備に向けた用

地補償等大規模な定数

措置を要する事務への

対応【再掲】

・対象となる事務、必要

数、期間を検討の上、任

期付職員等により対応

・第１期復興計画（基盤

復興期間）の実績を踏ま

えた見直し

・総人件費の増嵩の抑

制

・毎年度、次年度に係る

給与適正化等の対応を検

討・実施

■業務の選択と集中

① ○復興対応に

人的資源を重

点配置するた

めの事務事業

の見直し

・事務事業評価等に基

づく廃止、休止及び縮

減

・試験研究機関における

研究課題の見直し

・公益法人における職員

派遣の見直し

・民間への外部委託・

協働化

・用地取得に係る事務委

託について検討・調整

・実施、拡充

② ○審議会等の

見直し

・審議会の設置・運営

に関する指針に基づく

見直し（整理統合等）

・審議会総点検の実施 ・点検結果のフォロー調

査
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基本方針３ 多様な主体による公共サービスの提供

各 論

地域社会を構成する多様な主体（県民、ＮＰＯ、企業、団体等）が協働する取組は、県

内でも徐々に定着してきました。また、大震災津波の発災後には、被災地をはじめ県内各

地で多様な主体による自発的な救援・復旧・復興活動等が活発に行われており、こうした

多様な主体がそれぞれの力を発揮して公共サービスを担うことにより、多種多様な行政需

要に対応することが可能となり、行政サービスの質を向上させることが期待できます。そ

のため、このような「新しい公共※13」をより拡大し定着させることが必要です。

さらに、復興計画においては、「国民や国際社会の積極的な支援と参画を通じた『開かれ

た復興※14』を促す」こととしており、県内のみならず国内外の主体との協働も求められま

す。

多様な主体により公共サービスを担う「新しい公共」の取組を、「開かれた復興」の考え

方を踏まえながら推進していくため、ＮＰＯなど「新しい公共」の担い手の自立的活動を

促進する取組や、人・仕組みづくりを進めます。

多様な主体により公共サービスを担う取組と人・仕組みづくり

■新しい公共の推進

○ 平成 23年 7 月に策定した新しい公共支援事業基本方針及び同事業計画に基づき、復興

支援、まちづくり等に取り組むモデル事業や、ＮＰＯに対する支援事業を実施します。

○ 震災からの復旧・復興に向けた活動を支援するＮＰＯを対象とした取組等に対する仕

組みづくりを支援します。

○ ＮＰＯ活動交流センターを拠点として、市民活動や協働の取組を支援します。

○ 認定ＮＰＯ法人制度の普及啓発に努めます。（関係事務が平成 24 年 4 月に国から県に

移管）

１ 取組の方向性

２ 推 進 方 策

「新しい公共」の取組を支援する仕組みを構築するとともに、大きな役割を担うこと

が期待されるＮＰＯの持続的な活動を支援します。

また、県内外の多様な主体と連携・協働して創造的な復興を進める仕組みを構築し、

「開かれた復興」を推進します。

こうした取組に積極的に参画し、多様な主体との協働をコーディネートする職員を育

成するなど、これらの取組を支える人・仕組みづくりを進めます。
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■開かれた復興の推進

○ 復興に関する企業等からの提案などに関する情報を一元的に管理、共有し、関係機関

等とのマッチングや事業の具体化を進めます。

○ 各種復興事業や被災地での医療、福祉、教育など、様々な課題の解決に向けて、企業、

ＮＰＯ、高等教育機関から技術的な助言や専門的人材の派遣を受けるなど、連携・協働

して対応していく取組を推進します。

■「新しい公共」、「開かれた復興」の取組を支える人・仕組みづくり

○ 職員研修を見直し、市町村との合同研修の導入や、合意形成・政策形成能力を養成す

る研修の充実強化を図り、多様な主体との協働をコーディネートする職員を育成します

（再掲）。

○ 指定管理者制度※15導入施設のモニタリングによる効果の検証や、施設のあり方につい

て検討を行い、質の高いサービスの提供や、効率的で効果的な施設運営を推進します。

※13 新しい公共 「官」だけではなく、市民の参加と選択のもとで、ＮＰＯや企業等が積極的に公共的な財・サービスの提案

及び提供主体となり、医療・福祉、教育、子育て、まちづくり、学術・文化、環境、雇用、国際協力等の身近な分野におい

て共助の精神で行う仕組み、体制、活動など

※14 開かれた復興 共生の理念のもと、国民や国際社会の積極的な支援と参加を得て進める復興のこと

※15 指定管理者制度 公の施設の管理について、従来の管理団体が地方公共団体の出資法人等に限られていた管理委託制度に

代わり、議会の議決を経て指定される「指定管理者」が管理を代行する制度
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番

号
項 目 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

【基本方針３】多様な主体による公共サービスの提供

多様な主体により公共サービスを担う取組と人・仕組みづくり

■新しい公共の推進

① ○新しい公共

を支援する取

組

・新しい公共支援基金

を設置し、ＮＰＯ支援

及びモデル事業を実施

・新しい公共支援事業運

営委員会の運営

・新しい公共の場づくり

のためのモデル事業

（震災対応案件）

・新しい公共支援事業運

営委員会の運営

・ＮＰＯ支援の仕組みの

検討・構築

・新しい公共の場づくり

のためのモデル事業

（震災対応案件、通常案

件）

・ＮＰＯ等運営支援事業

・ＮＰＯ等寄附支援事業

・新しい公共支援事業運

営委員会の運営

・新しい仕組みによる支

援

② ○ＮＰＯを対

象とした助成

の仕組みづく

り

・寄附金等によるＮＰ

Ｏへの助成の仕組みの

構築・実施

・企業説明会等の開催

・（仮称）公益信託造成

事業の実施

③ ○ＮＰＯ活動

交流センター

を拠点とした

市民活動や協

働の取組の支

援

・市民活動に参加する

県民のための「場」

「情報」の提供

・ＮＰＯ活動交流セン

ターの管理運営

・ＮＰＯ・ボランティア

活動情報誌の発行

・ＮＰＯ専門情報誌の発

行

・いわてＮＰＯステップ

アップ支援事業（セミ

ナー開催）

・地域の活動支援機能

充実に向けた全県連携

体制の構築、充実

・いわてＮＰＯ中間支援

ネットワークとの意見交

換

・いわて中間支援ネット

ワーク会議を通じたＮＰ

Ｏのニーズ把握・施策検

討

・いわて中間支援ネット

ワークと連携した職員向

け研修の実施

・協働のノウハウ・仕

組み定着のための情報

提供・普及啓発

・ＮＰＯ・ボランティア

活動情報誌の発行【再

掲】

・ＮＰＯの活動のあり

方及びＮＰＯに対する

県の向き合い方に関す

る提言に基づく取組

・提言及びＮＰＯを対象

に含む事業委託の手続の

適性化に関するガイドラ

インに基づき、ＮＰＯ等

との協働を推進

④ ○認定ＮＰＯ

法人制度

・認定ＮＰＯ法人制度

の普及啓発

・いわてＮＰＯフォーラ

ム２０１１の開催

・ＮＰＯ・ボランティア

活動情報誌の発行【再

掲】

・認定ＮＰＯ法人専門員

の配置による認定取得支

援

３ 具体的な推進方策（工程表）
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番

号
項 目 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

■開かれた復興の推進

① ○復興に関す

る企業等から

の提案の一元

化、マッチン

グ

・産業復興に関する企

業等からの提案の一元

化及び有効な提案につ

いての市町村等との

マッチングの推進

・窓口の一元化

・提案の取扱の一元化

・有効な提案についての

市町村等とのマッチング

を推進

・いわて未来づくり機

構が実施する「いわて

三陸 復興のかけ橋」

プロジェクト事業への

支援

・公募型復興企画推進作

業部会の設置

・ワークショップの開催

・復興企画の募集

・復興企画実行への支援

② ○外部からの

人材受け入

れ、連携・協

働

・他県や民間企業等、

外部からの人材の積極

的な受入れ

・企業等職員受入要領に

基づく民間企業等からの

職員の受入れの実施

・専門的任期付職員とし

ての民間企業からの職員

の受入れの検討

・実施

・全国知事会等を通じた

復旧・復興に係る他県へ

の職員派遣の強力な要請

及び積極的な受入れ【再

掲】

・埋蔵文化財調査につい

て、他都道府県（自治

体）から調査専門員の受

入

・企業やＮＰＯ、高等

教育機関等との連携・

協働の推進

・児童生徒等の心のサ

ポート（沿岸地区高等学

校、沿岸地区幼稚園）に

ついて、県内大学チーム

（岩手大学、県立大学、

盛岡大学）による支援

・ＮＰＯ等と連携し被災

地における児童生徒の学

習支援及び居場所づくり

を実施

・ＮＰＯ・ＮＧＯ等と連

携した応急仮設住宅・み

なし仮設住宅入居者等の

被災者支援を実施
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番

号
項 目 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

■「新しい公共」、「開かれた復興」の取組を支える人・仕組みづくり

① ○職員研修の

見直し

・職員育成ビジョンの

見直し【再掲】

・職員アンケート結果等

を踏まえ、次期職員育成

ビジョンの方向性を検討

・次期職員育成ビション

策定

・主体的に行動できる

職員の育成【再掲】

・震災時における役割

（考え方や・行動）につ

いて、階層別研修で実施

・人材育成協議会におい

て、具体の取組を検討

・若手職員研修の研修内

容構成を修正して実施

・実施可能な取組から段

階的に着手

・中間職員層のマネジ

メント力強化【再掲】

・職員アンケート結果等

を踏まえ、中間職員層の

マネジメント力強化策を

検討

・人材育成協議会におい

て対応方針を協議

・協議結果を踏まえて取

組実施

・能力開発研修の見直

し【再掲】

・職員アンケート結果等

を踏まえ、研修内容を見

直し

・研修の位置づけと役割

分担の方向性を検討

・見直し後の内容により

研修実施

・次期職員育成ビジョン

見直しの中で検討整理

・次期職員育成ビジョン

に基づき研修実施

・市町村等との連携強

化を進める研修の実施

【再掲】

・職員アンケート結果等

を踏まえ、実施方法等を

検討

・市町村等の意向を踏ま

えながら試行的に実施

・試行結果を踏まえて実

施

・各部局が開催する部

局研修の情報共有と相

互受入れ【再掲】

・段階的な情報共有と相

互受入れを試行

・試行結果を踏まえて実

施

② ・指定管理者制度によ

る公の施設の管理運営

の推進

・次期指定管理者の指定

・モニタリング（評価）

による効果の検証

・被災による全壊施設の

対応、被災者支援のため

の活用検討・対応

・次期指定管理者の選定

に際しての制度のあり

方、施設の必要性等につ

いて検討

・公の施設に係る指定管

理者制度導入のガイドラ

インの見直し（暴力団排

除条例関係）

・必要に応じて見直しを

検討・実施

■指定管理者

制度導入施設

の検証や公の

施設のあり方

検討等
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基本方針４ 活力に満ちたいわてを実現する分権型行政システムの確立

各 論

活力に満ちたいわてを実現していくため、住民に身近な行政を地方が自主的かつ総合的

に広く担うようにする地方分権改革を一層推進します。

また、大震災津波の発災を受けて、個々の市町村では解決できない課題が生じてきてお

り、こうした課題を解決するため、県と市町村が連携して取り組んでいきます。

さらに、今回の大震災津波では、内陸市町村や全国の地方公共団体による大規模な自治

体間の支援・連携が展開され、連携によって自治の力を高めていくという新しい地方自治

の姿が示されたところであり、今後とも、復興に向けた自治体間の連携を推進するための

サポートや、被災市町村の行政機能の回復に向けた支援を進めます。

(1) 地方分権改革の推進

■地方分権改革の推進

○ 市町村と連携し、義務付け・枠付けの見直しによる、地域の実態を踏まえた条例の制

定や、市町村への権限移譲などを推進します。

○ 全国知事会等と連携し、国と地方の協議の場等を活用して、地方から、分権改革の一

層の推進に向けた働きかけや、地方に影響を及ぼす国の政策の実施等に対する提言を行

うなど、都道府県一体となった取組を推進します。

■広域連携の推進

○ 北海道・北東北 3 県や東北全体での連携により、地域に共通する課題への取組を推進

するとともに、全国知事会等も通じ、地方が主体的に行う広域連携を一層推進します。

(2) 市町村との連携・協力体制の構築

■市町村との連携、協力体制の構築

○ 県政の重要課題に関する知事と市町村長との意見交換会の開催をはじめ、県幹部職員

１ 取組の方向性

２ 推 進 方 策

県や市町村が抱える重要課題について、県と市町村が一層の連携を図りながら取り組む

とともに、広域振興局と市町村が一体となって地域振興や震災復興を進めます。

地方の諸課題に自らの判断と責任で取り組み、活力ある地域社会を実現するため、県と

市町村とが連携し、地方が一体となって住民に身近な行政を自主的・総合的に担うように

する地方分権改革を推進します。
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と副市町村長による県市町村連携推進会議を開催するなど、市町村との間で認識を共有

し、連携を進めます。

○ 市町村行財政コンサルティングを実施し、市町村との対話を通じて、市町村が抱える

行財政の課題解決に向けた方向性を共有し、必要な助言・支援を行います。

○ 広域振興局長のリーダーシップの下、市町村や県民との連携のもと、現場主義に立脚

した完結性の高い広域行政を推進します。

(3) 被災市町村の行政機能回復に向けた支援等

■被災市町村の行政機能回復に向けた支援等

○ 本県職員の派遣による人的支援のほか、県市長会、県町村会、総務省等関係機関の協

力を得ながら、県内外の市町村及び他県からの職員派遣に係る調整を実施します。

○ 被災市町村が復興計画の策定や復興事業の実施を行う際に、技術的な助言を実施しま

す。

○ 東日本大震災津波からの復興に向け、既存の枠組みを越える復興対策等について、全

国知事会等を通じた国への要請等、都道府県一体となった取組を推進します。

○ 本庁舎に壊滅的な被害を受けた市町村等に対して、必要な仮庁舎の建設や、住民基本

台帳システム等被災者の支援に関する情報システムの復旧のための補助を実施し、行政

機能の応急の復旧を図ります。

番

号
項 目 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

【基本方針４】活力に満ちたいわてを実現する分権型行政システムの確立

(1) 地方分権改革の推進

① ■地方分権改

革の推進

・義務付け、枠づけの

見直しによる、地方の

実態を踏まえた条例制

定等

・条例制定・改正

・市町村への権限移譲 ・協議・合意の上、実施

・全国知事会等と連携

した要請等

・全国知事会、北海道東

北地方知事会等を通じた

要請等（随時実施）

３ 具体的な推進方策（工程表）

被災した市町村が早急に十分な行政サービスを提供することが可能となるよう、人的

支援や技術的助言を実施するとともに、復興対策について全国知事会等を通じた取組を

推進します。
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番

号
項 目 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

② ■広域連携の

推進

・広域連携の推進 ・北海道・北東北3県知

事サミットの開催

・北海道東北地方知事会

の開催

・広域連携等に関する検

討会議の開催

(2) 市町村との連携・協力体制の構築

① ■市町村との

連携、協力体

制の構築

・知事と市町村長との

意見交換会

・県政の重要課題に関す

る知事と市町村長との意

見交換会の実施

・県市町村連携推進会

議

・県幹部職員と副市町村

長による県市町村連携推

進会議の実施

・市町村行財政コンサ

ルティング

・市町村行財政コンサル

ティングの実施

・広域振興局と市町村

との連携

・地域経営推進費、広域

振興事業の実施による連

携

・広域振興圏懇談会の開

催

(3) 被災市町村の行政機能回復に向けた支援等

① ■被災市町村

の行政機能回

復に向けた支

援等

・被災市町村への職員

派遣

・県内外の市町村及び県

からの被災市町村への職

員派遣に係る、県市長

会、県町村会、総務省等

の関係機関との調整

・市町村の復興推進計

画等の策定支援

・市町村が復興特別区域

法に基づき策定する計画

の策定や復興計画に基づ

く事業実施に当たって技

術的な助言等の支援

・全国知事会等と連携

した要請、取組等

・全国知事会を通じた本

県への人的派遣の調整

・全国知事会、北海道東

北地方知事会と連携した

国への要請活動

≪全国知事会≫

≪北海道東北地方知事会

≫

・市町村行政機能応急

復旧

・本庁舎に壊滅的な被害

を受けた市町村等の行政

機能の応急復旧のために

必要な仮庁舎の建設や行

政情報システムの復旧の

ための補助
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